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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１１月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年５月２５日（日） １１時４０分ごろ 

発生場所 北海道伊達市伊達港港口付近 

 伊達港南防波堤灯台から真方位０９０°７０ｍ付近 

 （概位 北緯４２°２７.７′ 東経１４０°５１.５′） 

事故調査の経過  平成２６年５月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第八十八安有
あんゆう

丸、８.５トン 

   ＨＫ２－２２９６９（漁船登録番号）、個人所有 

   １３.９９ｍ（Lr）×３.７５ｍ×１.１５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５０４kＷ（動力漁船登録票による）、平成

１５年１１月２５日 

Ｂ 手漕ぎボート （船名なし）、総トン数なし 

   なし、個人所有 

   約３.９１ｍ×約１.１７ｍ×約０.５ｍ、ＦＲＰ 

   機関なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 平成２年１０月２６日 

    免許証交付日 平成２３年８月３１日 

           （平成２８年８月３１日まで有効） 

Ｂ 操縦者Ｂ 男性 ６５歳 

   操縦免許 なし 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 球状船首に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾外板に亀裂及び擦過傷等 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、伊達港南西方沖１海里付

近のほたて貝養殖施設でほたて貝を吊
つ

り下げる作業を終え、再度吊り

下げるほたて貝を船内に積み込むため、同港へ向けて約１４ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で北東進した。 

 船長Ａは、操舵室右舷側の椅子に腰を掛けてリモコンを使用して手
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動操舵で操船に当たり、天気が良かったのでレーダーを休止状態とし

て、目視で見張りを行っていた。 

 船長Ａは、前路で漂泊して釣り中のプレジャーボート数十隻を認

め、このうち２隻が本船の進路上に漂泊していることに気付き、徐々

に速力を減じた。 

 船長Ａは、２隻のプレジャーボートの間を通過した後、伊達港港口

（以下「本件港口」という。）付近で速力を約４kn に減じ、南防波堤

基部付近に設置された作業場（以下「本件作業場」という。）で行っ

ている吊り下げ用ほたて貝の仕込み作業の進捗状況等が気になり、早

く着岸したいと思い、入港するため左回頭した。 

 船長Ａは、本件港口付近には他船はいないものと思い、本件作業場

のある港奥へ視線を向け、港奥へ向けて西北西進したところ、平成２

６年５月２５日１１時４０分ごろ、流木に接触したような軽い衝撃を

感じた。 

 船長Ａは、機関を中立として後方を振り返ったところ、Ｂ船を認め

てＡ船とＢ船が衝突したことに気付き、すぐに機関を後進としてＢ船

に接近し、甲板員Ａと共に、海に浮いているＢ船の３人を救助し、伊

達港へ戻った。 

 Ｂ船は、操縦者Ｂが１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、伊達港南

方沖の釣り場において、風により西方から東方へ流されてはオールを

使用して元の釣り場に戻り、船首を西～南西方へ向けて釣りを行って

いた。 

 Ｂ船は、西風により徐々に本件港口付近まで圧流されながら漂泊

中、操縦者Ｂが、船体中央の腰掛板に腰を掛け、船尾方を向いて釣り

をしていた際、他船の機関音に気付いて船首方を振り向いたところ、

本件港口へ向けて北東進するＡ船を認めた。 

 操縦者Ｂは、釣りを続けながら何度かＡ船を見たものの、Ａ船がＢ

船の左舷側を北東進しており、もう少しすれば、左回頭して入港し、

Ａ船とは距離が約２０～３０ｍ離れているので衝突することはないも

のと思い、船尾方を向いて釣りを続けた。 

 操縦者Ｂは、気配を感じて左舷側を振り向いたところ、目前に迫っ

ているＡ船を認め、同乗者２人と共に大声で叫び、衝突の危険を感じ

た同乗者１人が海に飛び込んだが、Ｂ船の左舷船尾とＡ船の船首が衝

突した。 

 操縦者Ｂは、Ｂ船が右舷側に転覆し、同乗者と共に海に投げ出された。

 Ｂ船は、Ａ船の僚船にクレーンで吊り上げられて伊達港へ上架された。

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、水温 約９℃ 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、左舷側に風避けボードが設置されており、左舷船尾で作業

をしていた甲板員Ａは、左舷側の状況を視認することはできず、操舵
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室で操船に当たっていた船長Ａと共に、衝突するまでＢ船に気付かな

かった。 

 操縦者Ｂ及び同乗者２人は、全員が救命胴衣を着用していた。 

 操縦者Ｂは、約４～５年前から、５月末から７月末までの間、ほぼ

毎週日曜日に専ら趣味として知人を同乗させて釣りを楽しんでおり、

気象及び海象状況が不良時は出発を見合わせていた。 

 Ｂ船は、ふだんから、約４００～５００ｍの距離を約１～２時間を

掛けて漂流しながら釣りを行い、オールを使用して元の場所に戻るこ

とを繰り返していた。 

 Ｂ船は、本事故時、全員がそれぞれ釣り竿
ざお

を両舷に出して釣りを行

っており、釣りの妨げとなるので、オールを船内に格納していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、伊達港南西方沖を同港へ向けて北東進中、船長Ａが、本件

港口付近で左回頭して船首を港奥へ向けた際、本件作業場へ意識を向

けて見張りを適切に行っていなかったことから、本件港口付近に他船

はいないものと思い、前路で漂泊して釣り中のＢ船に気付かず、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、伊達港南方沖で風により本件港口付近に圧流されながら漂

泊して釣り中、操縦者Ｂが、入港態勢のＡ船とは距離が離れているの

で衝突することはないものと思い、釣りを続けたことから、目前に接

近したＡ船を認めて発声したが、Ａ船と衝突したものと考えられる。

原因  本事故は、本件港口付近において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が漂泊し

て釣り中、船長Ａが、左回頭して船首を港奥へ向けた際、本件作業場

へ意識を向けて見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、入港

態勢のＡ船とは距離が離れているので衝突することはないものと思

い、釣りを続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考  船長Ａは、本事故後、常時レーダーを活用した見張りを行うととも

に、時々、操舵室外でリモコンを使用して操船を行うこととした。 

 操縦者Ｂは、本事故後、船長Ａ等の助言により、Ｂ船に旗等の形象

物を掲げることとし、また、漁船が頻繁に通航する本件港口付近海域

での釣りを控えることとした。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、他船を見落とすことがないよう、周囲の見張りを適切

に行うこと。 

 ・漂泊して釣り中、常時、周囲の見張りを適切に行うこと。  


